
まちのお知らせ

　飲食を伴うコミュニティー活動を支援し、飲食店の利用促進を図るため創設された「飲みニケー
ションで飲食店応援！プロジェクト」の実施にあたり、さらに多くの方に利用していただくため、
補助要件の一部を改正しました。ぜひご利用ください。

対象となる期間　令和２年 11 月 30 日（月）まで

改正した内容
　新規に開催する６人以上の会合については、飲食店の店内で開催する会合のみを対象としていま
したが、集会所等で仕出しをとって行う会合も補助対象としました。

補助金の申請について
　補助金の交付を受けようとする団体は、事前に申請書をご提出ください。
　※詳細については、鬼北町ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
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マイナンバーカードを取得して、支援窓口で簡単に手続き

最大5,000円分のマイナポイントを受け取りましょう！

　マイナンバーカードを取得し、オンラインで予約・申込みをすれば、申し込み時に選択したキャッ
シュレス決済サービスの利用により、最大 5,000 円分のマイナポイントが受け取れます。町では、マ
イナポイントの予約、申込みを支援する設定支援窓口を開設しています。また、お近くのマイナポ
イント手続きスポットでも同様に手続きが可能ですので、ぜひお得なポイントを受け取りましょう。

開催期間　令和３年３月 31 日まで

マイナポイント受け取りの流れ

マイナンバーカードの取得

マイナポイントの予約・申込み
（キャッシュレス決済サービスの選択）

選択したキャッシュレス決済サービスで
チャージ、または、お買い物すると
マイナポイントが付与されます。

設定支援窓口
■鬼北町役場
■日吉支所
受付時間　9：00 ～ 17：00
必要なもの
■マイナンバーカード
■利用者証明用電子証明書の暗証番号

町内のマイナポイント手続きスポット
■ au ショップ
■ドコモショップ
■郵便局

補助対象者 対象経費 補助率 限度額

新型コロナウイルスの影響で自粛または
延期した地域コミュニティー団体等が主
催する会合の代表者
※申請する前年度において同様の会合を
実施した者に限る

■飲食店の店内で実
施した会合の経費

■公民館、集会所、
事業所内で実施し
た場合の仕出し、
折詰、飲食代に係
る経費（材料代は
不可）

１／３以内
※前年度に開催した同様
の会合に要した経費を
超える場合は、前年度
経費の１／３以内

５万円

地域コミュニティー団体等の代表者
※飲食店、集会所等で新規に開催する６
人以上の会合

１／３以内 ３万円
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